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岬町規則第８号

岬町情報公開条例施行規則の一部を改正する規則

岬町情報公開条例施行規則（平成１３年岬町規則第４号）の一部を次

のように改正する。

第３条第２項第１号中「公開請求しようとする者」の次に「（以下「公

開請求者」という。）」を加え、同条の次に次の１条を加える。

（公開請求書の提出方法等）

第３条の２ 前条第１項の公開請求書の提出は、次の方法により行う

ことができる。

⑴ 公開請求者又はその使者による持参

⑵ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４

年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若し

くは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に

規定する信書便による発送

⑶ ファクシミリによる送信

⑷ 電子情報処理組織（実施機関の使用に係る電子計算機（入出力装

置を含む。以下同じ。）と公開請求者の電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）による送信

２ 前項第３号又は第４号により公開請求書を提出する公開請求者は、

送信後、実施機関に対し、電話等によりその書面の到達の確認をする

ように努めなければならない。

３ 実施機関は、第１項第３号又は第４号により送信を受けた場合は、

送信を受けた日付（当該実施機関の受信機又は電子計算機に記録さ

れた日）で受付するものとする。

第６条に次の１項を加える。

（通知の特例）

第６条の２ 前３条の通知を行う場合において、ファクシミリ又は電

子情報処理組織による公開を求められているときは、公開を求めら

れている方法により、通知書を送付することができる。この場合にお

いて、当該通知書に押印する公印は省略するものとする。

第８条第１項第３号に次のように加える。



エ 当該電磁的記録の電子情報処理組織を使用しての交付

第８条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次

の１項を加える。

２ 公開請求者が希望する場合は、公開文書を電磁的記録に変換して

交付するものとする。ただし、本町において技術的に変換できない場

合又は対象とする文書が大量である場合は、この限りでない。

別表を次のとおり改める。

別表（第９条関係）

１ 写しの作成に要する手数料

備考 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を１枚として算定する。

２ 記録媒体の費用

３ 送付に要する費用

様式第１号を次のとおり改める。

写しの作成の方法 手数料

文書、図画又は写真の用

紙への複写

日本産業規格Ａ列

３番までの大きさ

の用紙

白黒 １ 枚 に つ

き１０円

カラー １ 枚 に つ

き５０円

日本産業規格Ａ列３番を超

える大きさの用紙

実 費 相 当

額

文書、図画又は写真をス

キ ャ ナ に よ り 読 み 取 っ

て 作 成 し た 電 磁 的 記 録

の記録媒体への複製

記録媒体の費用に１ページごとに１０

円を加えた額

文書、図画又は写真をス

キ ャ ナ に よ り 読 み 取 っ

て 作 成 し た 電 磁 的 記 録

の 電 子 情 報 処 理 組 織 の

使用による交付

1 ページにつき１０円

記録媒体の種別 金額

日本産業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８１に適合す

る直径１２０ミリメートルの光ディスクの再生装

置で再生が可能な光ディスク（ＣＤ－Ｒ）

１枚につき

１１０円

日本産業規格Ｘ６２４１に適合する直径１２０ミ

リメートルの光ディスクの再生装置で再生が可能

な光ディスク（ＤＶＤ－Ｒ）

１枚につき

１１０円

その他の記録媒体 実費相当額

区分 金額

写しの送付に要する費用 郵送料に相当する額



附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。


